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3日・文化の日　23日勤労感謝の日

日 月 火 水 木 金 土

（霜月）NOVEMBER

11 2020（令和2年）

◆  11 月 の 税 務 と 労 務 11月

ダイレクト納付　e-Tax（国税電子申告・納税システム）により申告書等を提出後、納
税者名義の預貯金口座から、即時又は指定した期日に口座引落しにより国税を電子納付
する手続き。預貯金口座ごとに「ダイレクト納付利用届出書」を提出すれば、税目別に
異なる預貯金口座で納付も可能です。令和元年度は約 154 万件の利用がありました。

国　税／�10月分源泉所得税の納付� 11月10日
国　税／�所得税予定納税額の減額承認申請�

� 11月16日
国　税／�所得税予定納税額第2期分の納付�11月30日
国　税／�9月決算法人の確定申告（法人税・消費税

等）� 11月30日
国　税／�12月、3月、6月決算法人の消費税等の中間

申告（年3回の場合）� 11月30日
国　税／�3月決算法人の中間申告� 11月30日
国　税／�個人事業者の消費税等の中間申告（年3回

の場合）� 11月30日
地方税／�個人事業税第2期分の納付�

� 都道府県の条例で定める日
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11 月号─2

　

近
年
の
税
制
改
正
で
は
、
納
税
者

の
税
制
に
対
す
る
信
頼
性
を
よ
り
確

保
し
て
い
く
た
め
、「
納
税
者
の
視

点
」
及
び
「
適
正
課
税
の
視
点
」
を

踏
ま
え
た
納
税
環
境
の
整
備
が
図
ら

れ
て
い
る
と
と
も
に
、
申
告
・
納
税

方
法
の
見
直
し
等
が
積
極
的
に
行
わ

れ
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
今
年
度
改
正
で
手
当
さ

れ
た
納
税
環
境
整
備
に
関
す
る
主
な

改
正
点
に
つ
い
て
、
Q
＆
A
方
式
で

確
認
し
て
い
き
ま
す
。

　﹁
登
記
上
の
所
有
者
﹂
が

不
明
な
土
地
に
つ
い
て
、﹁
使

用
者
﹂
に
固
定
資
産
税
が
課
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
そ
う
で
す
が
、
そ
の

内
容
を
教
え
て
下
さ
い
。

　

高
齢
化
に
伴
い
全
国
で
所

有
者
不
明
の
土
地
が
増
え
て

い
る
こ
と
か
ら
見
直
さ
れ
ま
し
た
。

内
容
は
、
次
の
二
つ
に
分
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

１　

現
に
所
有
し
て
い
る
者
の
申
告

の
制
度
化

　

市
町
村
は
、
そ
の
市
町
村
内
の
土

地
又
は
家
屋
に
つ
い
て
、
登
記
簿
等

に
所
有
者
と
し
て
登
記
等
が
さ
れ
て

い
る
個
人
が
死
亡
し
て
い
る
場
合
、

市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
そ
の
土
地
・
家
屋
を
現
に
所

有
し
て
い
る
「
現
所
有
者
」
に
氏
名
・

住
所
そ
の
他
固
定
資
産
税
の
賦
課
徴

収
に
必
要
な
事
項
を
申
告
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
の
制
度
は
、
令
和
二
年
四
月
一

日
以
後
の
条
例
の
施
行
日
以
後
に
現

所
有
者
と
な
っ
た
者
に
つ
い
て
適
用

さ
れ
て
い
ま
す
。

２　

使
用
者
を
所
有
者
と
み
な
す
制

度
の
拡
大

　

従
来
か
ら
震
災
等
の
災
害
に
よ
り

土
地
の
所
有
者
が
不
明
な
場
合
に

は
、
限
定
的
に
そ
の
使
用
者
を
所
有

者
と
み
な
し
、
課
税
で
き
る
制
度
が

あ
り
ま
し
た
。

　

今
年
度
の
改
正
に
よ
り
、
市
町
村

が
一
定
の
調
査
を
尽
く
し
て
も
な
お

固
定
資
産
税
の
所
有
者
が
一
人
も
明

ら
か
に
な
ら
な
い
場
合
に
は
、
そ
の

使
用
者
を
所
有
者
と
み
な
し
て
固
定

資
産
税
課
税
台
帳
に
登
録
し
、
固
定

資
産
税
を
課
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う

制
度
の
拡
大
が
図
ら
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
改
正
は
、
令
和
三
年
度
以
後

の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
さ
れ

ま
す
。

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

　
納
税
地
を
異
動
し
た
場
合

の
振
替
納
税
の
口
座
手
続
き

が
簡
素
化
さ
れ
た
そ
う
で
す
が
、
内

容
を
教
え
て
下
さ
い
。

　

こ
れ
ま
で
、
引
越
し
等
に

伴
う
納
税
地
の
異
動
が
あ
っ

た
場
合
に
引
き
続
き
異
動
先
で
も
振

替
納
税
で
同
じ
口
座
か
ら
引
き
落
と

し
を
行
う
た
め
に
は
、
異
動
前
の
納

税
地
の
所
轄
税
務
署
に
「
異
動
届
出

書
」
を
提
出
す
る
と
と
も
に
、
新
住

所
地
を
管
轄
す
る
税
務
署
へ
新
た
に

振
替
納
税
の
手
続
き
を
行
う
必
要
が

あ
り
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
納
税
者
利
便
の
向
上
の

観
点
か
ら
、
令
和
三
年
一
月
一
日
以

後
に
提
出
す
る
「
納
税
者
の
異
動
届

出
書
」
に
異
動
後
引
き
続
き
同
じ
金

融
機
関
の
口
座
か
ら
振
替
納
税
を
行

う
旨
を
記
載
す
れ
ば
、
新
た
な
振
替

納
税
の
手
続
き
を
す
る
必
要
が
な
く

な
り
ま
し
た
。

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

　
振
替
納
税
の
通
知
依
頼
が

電
子
化
さ
れ
る
そ
う
で
す

が
、
ど
う
変
わ
り
ま
す
か
。

　

振
替
納
税
の
通
知
依
頼
及

び
ダ
イ
レ
ク
ト
納
付
の
利
用

届
出
に
つ
い
て
は
、
本
人
確
認
の
た

め
金
融
機
関
で
届
出
印
の
印
鑑
照
合

が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
書
面
で

の
提
出
に
限
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

近
年
、
金
融
機
関
に
お
い
て
、
印

鑑
照
合
を
必
要
と
し
な
い
本
人
確
認

の
仕
組
み
（
電
子
的
に
入
力
さ
れ
た

暗
証
番
号
の
確
認
）
が
整
備
さ
れ
て

き
た
こ
と
を
受
け
て
、
税
務
事
務
の

効
率
化
の
観
点
か
ら
令
和
三
年
一
月

Q� 1

Q� 2

Q� 3

� A

� A

� A

納
税
環
境
の
整
備
に
伴
う
改
正
点

〜
令
和
二
年
度
税
制
改
正
よ
り
〜



3─11月号

一
日
以
後
は
e

−T
a
x
で
の
申
請
等

が
可
能
と
な
り
ま
す
。

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

　
納
税
証
明
書
の
電
子
的
交

付
等
が
柔
軟
化
さ
れ
た
そ
う

で
す
が
、ど
の
よ
う
な
内
容
で
す
か
。

　

納
税
証
明
書
の
電
子
的
請

求
に
つ
い
て
は
、
令
和
三
年

七
月
一
日
か
ら
電
子
委
任
状
の
添
付

が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
代
理
人
の

代
理
受
領
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
電
子
的
交
付
に
つ
い
て
、

税
務
署
か
ら
P
D
F
デ
ー
タ
で
受
領

す
る
納
税
証
明
書
に
、
真
正
性
を
担

保
す
る
た
め
の
措
置
と
し
て
Q
R
コ

ー
ド
が
添
付
さ
れ
る
こ
と
で
、
納
税

証
明
書
を
複
数
印
刷
し
て
使
用
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

　
準
確
定
申
告
の
電
子
申
告

手
続
き
が
簡
単
に
行
え
る
よ

う
に
な
る
そ
う
で
す
が
、
そ
の
内
容

を
教
え
て
下
さ
い
。

　

相
続
人
が
複
数
い
る
場

合
、
各
相
続
人
の
内
容
確
認

と
自
署
に
よ
る
署
名
・
捺
印
が
必
要

で
し
た
が
、
納
税
者
の
利
便
性
向
上

の
た
め
簡
素
化
が
図
ら
れ
ま
し
た
。

　

具
体
的
に
は
、
令
和
二
年
分
以
後

の
準
確
定
申
告
書
を
同
年
一
月
一
日

以
後
に
電
子
申
告
で
提
出
す
る
場
合

に
、
申
告
デ
ー
タ
を
送
信
す
る
相
続

人
以
外
の
相
続
人
が
申
告
内
容
を
確

認
し
た
旨
を
証
す
る
「
確
認
書
」
を

添
付
す
る
こ
と
で
、
申
告
デ
ー
タ
を

送
信
す
る
相
続
人
以
外
の
相
続
人
の

電
子
署
名
及
び
電
子
証
明
書
の
送
信

は
不
要
と
な
り
ま
し
た
。

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

　
電
子
帳
簿
等
保
存
制
度
が

見
直
さ
れ
ま
し
た
が
、
内
容

は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
す
か
。

　

電
子
取
引
を
行
っ
た
場
合

の
電
磁
的
記
録
の
保
存
方
法

の
範
囲
に
、
受
領
者
側
（
ユ
ー
ザ
ー

側
）
が
自
由
に
改
変
で
き
な
い
も
の

と
し
て
、
以
下
の
方
法
が
加
え
ら
れ

ま
し
た
（
受
領
者
側
で
の
タ
イ
ム
ス

タ
ン
プ
の
付
与
が
不
要
）。

１　

発
行
者
側
で
の
タ
イ
ム
ス
タ
ン

プ
付
与

　

発
行
者
の
タ
イ
ム
ス
タ
ン
プ
が
付

与
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
を
受
領
し
た

場
合
に
お
い
て
、
そ
の
電
磁
的
記
録

を
保
存
す
る
方
法

２　

ク
ラ
ウ
ド
シ
ス
テ
ム
等
の
利
用

　

電
磁
的
記
録
に
つ
い
て
、
訂
正
又

は
削
除
を
行
っ
た
事
実
及
び
内
容
を

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
シ
ス
テ
ム

（
訂
正
又
は
削
除
を
行
う
こ
と
が
で

き
な
い
シ
ス
テ
ム
を
含
む
）
に
お
い

て
、
そ
の
電
磁
記
録
の
授
受
及
び
保

存
を
行
う
方
法

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

　
印
紙
税
で
の
改
正
点
を
教

え
て
下
さ
い
。

　

建
設
投
資
の
促
進
、
不
動

産
取
引
の
活
性
化
を
引
き
続

き
図
る
た
め
、「
不
動
産
譲
渡
契
約

書
」
及
び
「
建
設
工
事
請
負
契
約
書
」

の
印
紙
税
の
軽
減
措
置
（
図
表
）
の

適
用
期
限
が
二
年
間
延
長
さ
れ
、
令

和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
さ
れ

ま
し
た
。

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

　
そ
の
他
、
納
税
環
境
整
備

に
関
係
す
る
見
直
し
を
教
え

て
下
さ
い
。

　

そ
の
他
、
次
の
よ
う
な
見

直
し
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

１　

事
業
承
継
税
制
に
係
る
届
出
書

の
添
付

　

非
上
場
株
式
等
に
つ
い
て
の
贈
与

税
及
び
相
続
税
の
納
税
猶
予
制
度
等

に
お
け
る
「
継
続
届
出
書
」
な
ど
に

つ
い
て
、
認
定
贈
与
承
継
会
社
等
に

係
る
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書

の
添
付
が
不
要
と
な
り
ま
し
た
。

２　

延
納
申
請
書
等
の
記
載
事
項
等

　

延
納
又
は
物
納
の
申
請
書
に
つ
い

て
、
次
に
掲
げ
る
法
人
の
貸
借
対
照

表
及
び
損
益
計
算
書
の
添
付
が
不
要

と
な
り
ま
し
た
。

・　

延
納
の
担
保
が
保
証
人
（
法

人
）
の
保
証
で
あ
る
場
合
に
お
け

る
そ
の
法
人

・　

非
上
場
株
式
を
物
納
す
る
場
合

に
お
け
る
そ
の
非
上
場
株
式
に
係

る
法
人

　

1
及
び
2
の
改
正
は
、
令
和
二
年

四
月
一
日
よ
り
適
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

Q� 4Q� 5

Q� 6

Q� 7

Q� 8

� A� A

� A

� A

� A

軽減税率を踏まえた印紙税額
契約金額 軽減措置

不動産譲渡契約書 建設工事請負契約書
1万円以上 50万円以下 1万円以上 200万円以下 200円
50万円超 100万円以下 200万円超 300万円以下 500円
100 万円超 500万円以下 300万円超 500万円以下 1,000 円

500 万円超 1,000 万円以下 5,000 円
1,000 万円超 5,000 万円以下 1万円
5,000 万円超 1億円以下 3万円
1億円超 5億円以下 6万円
5億円超 10億円以下 16万円
10億円超 50億円以下 32万円

50億円超 48万円
※	契約金額が 1万円未満は非課税、記載なしは 200円。



11 月号─4

＜当事務所の業務内容＞
１．会　　計	 ⑴　会計システムのサポート（システム分析、記帳指導、TKC・JDL他 OA指導）
	 ⑵　財務・金融面の指導（資金繰り指導、金融機関の御紹介等）
２．税　　務	 ⑴　税務代理、税務申告書の作成、税務相談
	 ⑵　タックスプランニング、相続、贈与、事業承継設計
３．FP（ファイナンシャル・プランニング）業務（日本FP協会埼玉支部所属）
４．経営支援� ⑴　会社設立、各種規程（就業規則等）の作成
	 ⑵　管理会計指導（継続MAS）
５．提 携 先　弁護士（峰岸）、司法書士（森崎）、社会保険労務士（戸田）、土地家屋調査士（片岡）、
	 不動産鑑定士（鎌倉・岸田）、不動産会社、建設会社、保険会社は多数あり。

※　資格者	　税理士 4名（顧問含む）、社会保険労務士 2名、行政書士 1名、宅地建物取引士 2名、
税理士科目合格者 5名、不動産コンサルタント 1名、CFP 2 名、AFP 7 名、FP技能士
6名、生保資格者多数、損保資格者 2名、秘書資格者 2名

（
ス
タ
ッ
フ
）

第１監査班
　星野顧問

①財務支援 水落大介
（AFP）

―
　
飯島寿枝

（科目合格者・FP）
―
　
西脇久徳

　
―
　
牛山直子

　

②　 〃 　 廣井里美
（AFP）

―
　
鈴木千尋

　
―
　
篠崎理沙
（FP）

―
　
半田友紀乃

　

③　 〃 　 浜崎雄樹
（社会保険労務士）

―
　
岡田順子

（社会保険労務士）
―
　
辻　　綾
（FP）

―
　
高橋結衣
（FP）

第２監査班
柴崎コーチ

①経営支援 中村大祐
（科目合格者）

―
　
北村実喜
（科目合格者）

―
　
元橋曉潔
（AFP）

―
　

②　 〃 　 木村隆志
（科目合格者）

―
　
山田直緒子
（AFP）

―
　
會田将志

　
―
　

第３監査班
　神田顧問

①資産税　 大田　靖
（国税OB）

―
　
平野朋子
（AFP）

②　〃　　 月岡直樹
（税理士）

―
　
谷仲邦夫
（税理士）

―
　
石津　悟
（CFP・宅建）

　新型コロナウイルスの影響で得意先等に
対する金銭債権の回収が危ぶまれるケース
も見受けられるようになってきました。金
銭債権が回収不能になった場合には貸倒損
失を計上しますが、法人の金銭債権に係る
貸倒損失については、次の3つに限定して
損金算入が認められており、法人税基本通
達にその要件が定められています。
１　法律上の貸倒れ（法基通9−6−1）
　更生計画認可の決定又は再生計画認可の
決定や特別清算に係る協定の認可の決定に
より金銭債権が切り捨てられることとなっ
た場合や、債権者集会の協議決定で合理的
な基準により債務者の負債整理を定めてい
るものにより金銭債権が切り捨てられるこ
ととなった場合、または、債務者の債務超
過の状態が相当期間継続し、その金銭債権
の弁済を受けることができないと認められ

る場合において、その債務者に対し債務免
除額が書面により明らかにされた場合に
は、その切り捨て等された金額は、その事
実が生じた日の事業年度に「強制的」に損
金算入されます。
２　事実上の貸倒れ（法基通9−6−2）
　債務者の資産状況、支払能力等からその
全額が回収できないことが明らかとなった
場合には、その事業年度に損金算入されま
す。損金経理が要件となっており、担保物
がある場合には処分後でなければ損金経理
できません。
３　形式上の貸倒れ（法基通9−6−3）
　売掛債権について、債務者との取引停止
後又は最後の弁済期等以後1年以上経過し
た場合や、同一地域の債務者に対する売掛
債権の総額が取立費用より少なく、支払を
督促しても弁済がない場合には、備忘価額
（通常は1円）を控除した残額が損金算入さ
れます。こちらも損金経理が要件となって
います。

 法人税  
貸倒損失の計上要件と計上時期


